
 

 

 

 

 

 

 

 





計画対象範囲

港湾計画に位置付けのある水域

港湾計画（土地利用計画）範囲

計画期間､目標年次､計画対象範囲

海域：港湾区域

陸域：港湾計画において土地利用が

定められている区域

〇計画期間､目標年次

短期目標：2030年度、中期目標：2040年度、

長期目標：2050年度

大新田地区

米山地区

角木地区

田尻地区

〇対象範囲

・公共ターミナルのみで専用ターミナルがない

・港湾計画において土地利用が定められている

区域外に立地している企業の港湾利用はない



取組方針

目指すべき将来像①

ターミナル立地企業と連携した脱炭素化への取組を推進し、脱炭素社会の実現に貢献

目指すべき将来像①のための取組方針

①港湾立地企業のサプライチェーン全体における脱炭素化への取組を推進

• 再生可能エネルギー（太陽光発電等）の導入促進

• 管理棟・照明施設のLED化等による省エネルギ－化の推進

• 多様な分野での次世代エネルギー（水素・バイオ燃料等）の利用を検討

目指すべき将来像②

港湾の脱炭素化・高度化を実現し、港湾利用者の脱炭素化に貢献

目指すべき将来像②のための取組方針

②公共ターミナル等における次世代エネルギーの活用や港湾機能の高度化

• 荷役機械の省エネ化・電動化・FC化の推進

• 本港を出入りする車両の低炭素化・脱炭素化を推進

• 停泊中の船舶への電力・次世代エネルギー燃料供給等の検討

• 次世代エネルギー（水素等）の調達方法等の検討


